
　東京電力福島第一原子力発電所事故の放射線による影響を踏まえて、福島県
民の健康を見守り、県民の安全・安心の確保を図るために実施されている「県
民健康調査」等の概要を説明します。
　将来にわたって県民の健康を維持、増進するために、福島県で実施されてい
る健康管理の取組を知ることができます。



　福島県では、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の拡散や避難等
を踏まえ、県民の被ばく線量の評価を行うと共に、県民の健康状態を把握し、疾病の
予防、早期発見、早期治療につなげ、もって、将来にわたる県民の健康の維持、増進
を図ることを目的とし、「県民健康調査」を実施しています。
　県民健康調査では全県民を対象とし、東京電力福島第一原子力発電所事故後４か月
間の外部被ばく線量の把握のための「基本調査」、当時概ね18歳以下であった方を対
象に「甲状腺検査」を実施しています。そのほか、東京電力福島第一原子力発電所事
故後、避難区域等に指定されたエリアにお住まいだった約21万人の方を対象に、身
体の健康状態を把握するための「健康診査」を、こころの健康状態を把握するための
「こころの健康度・生活習慣に関する調査」を行っています。さらに福島県内で母子
健康手帳を受け取った方、県外で母子健康手帳を受け取り福島県内で分娩した方を対
象に「妊産婦に関する調査」を行っています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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　「県民健康調査」は福島県が事業主体となり、福島県立医科大学が福島県から事業
委託を受ける形で実施されています。福島県立医科大学は、この事業を推進するに当
たり、「放射線医学県民健康管理センター」を立ち上げ、実務に当たっています。
　福島県は、「県民健康調査」に関して、専門的見地から広く助言等を得るために、「県
民健康調査」検討委員会を設置しています。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2020年３月31日
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　「県民健康調査」は「基本調査」と「詳細調査」に大きく分けられます。
　「基本調査」では、行動記録を基に東京電力福島第一原子力発電所事故後４か月間
の県民の外部被ばく線量を推計評価し、県民の健康を見守るための基礎となるデータ
を把握します。
　「詳細調査」には、現在の健康状態を把握するための、次の四つの調査や検査があ
ります。
　一つ目は、2011年３月11日時点で概ね18歳以下の全県民を対象とした甲状腺の超音
波検査です。チェルノブイリ原発事故後に小児の甲状腺がんが多く見つかったことか
ら、子どもたちの甲状腺の状態を把握し、健康を見守ることを目的に実施しています。
　二つ目は健康診査です。避難区域等にお住まいだった方に対して、生活環境等が変
わったこと等によって生じる生活習慣病等、その予防あるいは早期発見・早期治療に
つなげるために健診を行っています。
　三つ目のこころの健康度・生活習慣に関する調査も、避難区域にお住まいだった方
を対象に東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故により生じてしまった不
安に対して、支援を行うための調査です。
　四つ目の妊産婦に関する調査は、妊産婦を対象に出産や産後の育児に関して放射能
を含めた様々な心配を抱える方のための調査です。
　調査の全データをまとめた一元的なデータベースを構築し、長期にわたる知見の活
用に役立てられます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2020年３月31日
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　基本調査は、東日本大震災に伴う、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射
線の影響を踏まえ、放射線による外部被ばく線量を行動記録から推計し、推計結果を
各人にお知らせするとともに、将来にわたる県民の健康の維持、増進につなげていく
ことを目的として開始されました。
　具体的には対象者の方に、問診票を配布し、事故後４か月間の行動記録を記入して
いただきます。問診票に記入された行動記録を基にして、放射線医学総合研究所が開
発したプログラムを使って、外部被ばく線量を推計します。基本調査の対象となって
いる事故後４か月間は、空間線量率が高く、この時期の外部被ばく線量の把握が最も
重要です。
　また、個人個人の推計値を集約し、統計処理することで、福島県における被ばくと
健康影響についての解析を行うためにも活用されます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2020年３月31日
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　行動記録を調査するための対象となる期間は、2011年３月11日～７月11日の４か
月間です。
　基本調査の対象者は震災当時県内に住民登録があった方、約206万人です。住民登
録が県外にある方でも、この期間内に県内に居住していた方、県内に通勤、通学して
いた方、あるいは一時滞在された方々は対象者に含まれます。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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　基本調査で行動記録等を記入いただく問診票は、３月11日から３月25日までの行
動については１時間単位で記入いただくものです。なお、記入が難しいとのご指摘を
受けて、記入内容を簡略化した「簡易版」問診票を2013年11月より導入しました。
　ただし、精度管理上、簡易版の利用は、震災後４か月間に避難や引っ越し等で生活
の場の大きな変化が１回以下の方のみが対象となります。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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　基本調査では、行動パターン調査の結果と線量率マップを組み合わせて、外部被ば
く線量評価が行われています。対象者の方に記入いただいた、この調査期間にどこに
どれだけ、どのような建物の中にいたか、といった行動の記録と線量率マップを組み
合わせて、線量を評価しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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　使用している線量率マップは文部科学省（当時）のモニタリングデータが用いられ
ています1。
　1.  文部科学省（当時）が公表しているモニタリングデータが利用できない2011年３月12日から15

日のうち、３月12日から14日までの３日間は、2011年６月に原子力安全・保安院（当時）が
公表した放射性物質の放出量データを用いて、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム

（SPEEDI）により計算された結果を適用しました。３月15日については、３月16日のデータと
同じとし、３月16日以降については、文部科学省（当時）が公表しているモニタリングデータを
利用しました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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　これまでの回答数は56万8,632件です（回答率27.7％）。
　なお、回答率が約27％から大きく変化しないことを踏まえて、線量分布の「代表
性」に関する調査が2015年度に行われました。この調査の結果、県内７方部（地域）
において今までに得られた回答に基づく線量分布は、それぞれの方部を代表するもの
で、偏りのない縮図になっていると考えられました。

　詳細は、下記のウェブサイトをご参照ください。
　http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/151271.pdf　①-5、①-6

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　2020年３月31日現在までに推計が行われた累計55万4,320人のうち、推計期間４
か月間すべての行動記録を提出いただいた方が47万5,579人。そこから放射線業務従
事経験者を除いた46万6,367人の推計結果を地域別に示したものです。地域別にみて
みると、県南地域では88.2％、会津・南会津地域では99.3％、相双地域では77.3％、
いわき地域では99.1％の方が１ミリシーベルト未満となっています。また、最大値
は相双地域の方の25ミリシーベルトでした。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　チェルノブイリ原発事故では放射線による健康被害として、放射性ヨウ素の内部被
ばくによる小児の甲状腺がんが報告されました。比較すると、福島においては環境に
放出された放射性物質の量も少なく、住民の推定の外部・内部被ばく線量はさらに小
さいため、疫学的に検出が可能な甲状腺への健康リスクはないと予測されています
（上巻P141「甲状腺がんについての専門家会議中間取りまとめの評価」）。一方、福
島における東京電力福島第一原子力発電所事故の影響でも、子どもたちの甲状腺への
放射線の影響が心配されています。そのため、甲状腺の状況を把握すると共に、将来
にわたる健康を見守ることを目的に、県民健康調査では継続して甲状腺検査を実施し
ています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　放射線の影響があるとは考えにくい時期に対象者の甲状腺の現状把握をするという
ことが、長期にわたり健康を見守る上で大変重要であることから、東京電力福島第一
原子力発電所事故直後、2011年10月から約２年半を掛けて、福島県の子どもたち全
員を対象に、超音波による甲状腺検査を行いました（先行検査）。
　その後、2014年度からは、先行検査の対象者に、2011年４月２日から2012年４
月１日までに生まれた方も対象に加え、２回目の検査となる本格検査を実施しまし
た。
　３回目からの検査は、対象者が20歳を超えるまでは２年ごと、それ以降は５年ご
とに検査を実施しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　一次検査では、のう胞や結節の有無、その大きさを検査し、より詳細な検査が必要
と考えられる方には、二次検査の受診をご案内しています。
　二次検査では、さらに精密な超音波検査、血液検査、尿検査を行い、医師が必要と
判断した方には穿刺吸引細胞診（せんしきゅういんさいぼうしん）を行います。
　検査はここまでです。
　これ以降、診療が必要な方は保険診療に移行し、主治医の下、個別に適切な医療が
行われます。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　甲状腺の超音波検査（エコー検査）は、仰向けに寝た状態で行います。首の付け根
の辺りにある甲状腺にゼリーを付けた器具（超音波プローブ）を当て、表面を滑らせ、
のう胞や結節の有無を調べます。
　通常３～５分程度で終了し痛みは伴いません。
　一次検査で得られた超音波診断画像は、総合的、客観的に判断するために、検査会
場では判定せず、複数の専門医によって構成される判定委員会で判定が行われます。
これは県民健康調査として一定の精度で判断することを心掛けているためでもありま
す。
　なお、判定基準の大きさは判定の目安であり、超音波画像で悪性が疑われる場合は
大きさに関係なくB判定として二次検査の受診をご案内しています。
　二次検査ではより精緻な超音波検査や採血、採尿を行います。医師が必要と判断し
た場合は、甲状腺の細胞を細い針で採取し、検査を行う「穿刺吸引細胞診（せんしきゅ
ういんさいぼうしん）」を行う場合もあります。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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　結節は「しこり」とも呼ばれる、甲状腺の細胞の密度が変化した塊です。良性と悪
性（がん）がありますが、多くは良性です。
　甲状腺がんは生涯にわたり健康にまったく影響しない潜在がんが多いがんとして以
前から知られています。それらを発見して治療することは、患者さんにとって不利益
になることも考えられます。そこで、一般的に小さな結節は細胞診等の詳しい検査を
行わないことが多くあります。県民健康調査における甲状腺検査でも、それに準じて
5.0mm以下の結節は二次検査を行わず、次回の超音波検査（一次検査）としていま
す。
　A1判定の方が次回の検査でA2判定やB判定になることや、逆にA2判定の方が
A1判定になることもあります。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　福島県で行われている甲状腺検査で「のう胞」と判定しているものは、中に液体の
みが溜まった袋状のもので、細胞のない良性のものです。健康な方にも見つかること
が多く、特に学童期～中高生に多くみられるものです。そのため、繰り返し検査を受
けると、成長に伴ってのう胞が見つかることもよくあります。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　のう胞の中には結節を伴うものがあります。県民健康調査における甲状腺検査で
は、この充実部分（結節）を伴うのう胞は、全て「結節」として判定し、結節の判定
基準を適用しています。
　例えば、３mmの結節を伴う30mmののう胞の場合、これを結節と判定し、「結節」
の判定基準を適用。大きさが5.1mm以上なのでB判定として、二次検査のご案内を
しています。
　「のう胞」と判定されたものは、中は液体のみで良性のものです。
　（関連ページ：下巻P124「甲状腺検査　のう胞とは」）

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　甲状腺検査は、福島県立医科大学と福島県内・県外の医療機関等が連携して実施さ
れています。県民の皆様が甲状腺検査を受診しやすいように、検査実施場所や受診機
会を増やし、皆様の健康を長きにわたって見守る取組が進められています。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　甲状腺検査は、東京電力福島第一原子力発電所事故時に、空間線量率の高かった地
域から順に実施されました。
　２回目の検査となる本格検査以降も、ほぼ同様の順序で検査のご案内をしていま
す。
　本格検査３回目（検査４回目）からは、18歳以下の方には従来通りの順に実施
しておりますが、19歳以上の方には地域別ではなく年齢（学年）ごとの実施とし、
2018年度には1996年度（22歳）及び1998年度生まれの方（20歳）に、また2019
年度には1997年度（22歳）及び1999年度生まれの方（20歳）に検査を実施してお
ります。
　また、2017年度以降は、25歳になる年度に検査を行い、それ以降は５年ごとの検
査となります。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2019年３月31日
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　１回目の検査である先行検査（2011～2013年度）の結果を示します。
　一次検査でA判定は全体の99.2％、B判定は0.8％でした。A2判定の大半は
20mm以下ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上の結節、ということが分かります。
　二次検査では、精緻な超音波検査等を経て、二次検査受診者の34％、つまり約３
人に１人はA判定相当として、一次検査のA判定者同様、次回２回目の検査の受診
をお勧めいたしました。一次検査では疑わしいと思われる方については、総合的、客
観的に判断するために、念のためB判定として二次検査でより詳しく検査をした上
でA判定相当となる方等もここには含まれているためです。
　二次検査結果が確定した方の66％の方は通常の保険診療に移行し、主治医のもと
で個別にその方の症状に合わせて適切な対応を判断しています。
　39.7％の方が穿刺吸引細胞診を受け、その結果116人の方が悪性、悪性疑いの判定
となりました。そのうち、102人の方が手術を受けたことが分かっていますが、悪性、
悪性疑いの方全てがすぐに手術を受けるのではなく、個別の状態に合わせて医師、ご
本人、ご家族の方へのご説明、ご相談を経て対応を決めていきます。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　２回目の検査である本格検査の結果を示します。
　一次検査でA判定は全体の99.2％、B判定は0.8％、A2判定の大半は20mm以下
ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上の結節、という傾向は先行検査と同様でした。
　二次検査では、穿刺吸引細胞診の結果、71人の方が悪性ないし悪性疑いとなって
います。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　検査開始当初、A2判定の方の割合が多いのではないか、と不安の声が多く挙がったことか
ら、2012年度に、環境省が主体となり、長崎県、山梨県、青森県の３県で、約4,300人の子
どもたちを対象に、福島県と同じ方法による甲状腺検査を実施しました（以下「三県調査」
という。）。
　福島県の先行調査は震災時０～18歳、本格検査（検査２回目）では検査時２～23歳が対
象であったのに対し、３県の調査では３～18歳が対象にされ、３歳未満は対象になっていま
せん。また、三県調査の場合、調査対象集団のサンプルサイズが小さいため、両調査結果だ
けをみて単純に比較することはできません。しかし、福島県の子どもたちに際立って A2判
定が多いわけではないことが分かりました。また、三県調査において2010年の日本の人口
構成で年齢調整した結果、のう胞の発見率は52.35％、結節の発見率は1.54％と報告されて
おり1、甲状腺検査の先行検査および本格検査（検査２回目）の結果と類似していました。ま
た、三県調査の報告書では、「一般的に、３～５歳の集団では結節性疾患の有所見率が、６歳
以上の集団に比べて低く、また女性は男性よりも有所見率が高いことが知られている。この
ため、今回のような単純な記述統計に基づく有所見率は、本来の値よりも高めに集計されて
いる可能性がある。」2と考察されています。実際、２歳以下の対象者を含まない本格検査（検
査２回目）では、A2判定の比率は三県調査の比率と極めて近い結果を示していました。

　1.  Hayashida N, et al. Thyroid Ultrasound Findings in Children from Three Japanese 
Prefectures: Aomori, Yamanashi and Nagasaki. PLoS One. 8(12): e83220, 2013.

　2.  特定非営利活動法人日本乳腺甲状腺超音波医学会「平成24年度甲状腺結節性疾患有所見率等調査
成果報告書」（環境省委託事業）2013年３月

本資料への収録日：2014年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　３回目の検査である本格検査の結果を示します。一次検査でA判定は全体の
99.3％、B判定は0.7％、A2判定の大半は20mm以下ののう胞、B判定の大半は
5.1mm以上の結節、という傾向は先行検査、本格検査（検査２回目）と同様でした。
二次検査では、穿刺吸引細胞診の結果、31人の方が悪性ないし悪性疑いとなってい
ます。

本資料への収録日：2019年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　４回目の検査である本格検査の結果を示します。
　一次検査でA判定は全体の99.3％、B判定は0.7％、A2判定の大半は20mm以下
ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上の結節、という傾向は先行検査、本格検査（検
査２回目と３回目）と同様でした。
　二次検査では、穿刺吸引細胞診の結果、21人の方が悪性ないし悪性疑いとなって
います。

本資料への収録日：2021年３月31日
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　本格検査（検査３回目）の実施期間中から（平成29年度から）、本格検査の一部と
して、25歳になる年度に実施する検査を開始し、これまで実施した平成４年度から
６年度生まれの対象者に対する検査の結果を示します。
　一次検査でA判定は全体の95.3％、B判定は4.7％、A2判定の大半は20mm以下
ののう胞、B判定の大半は5.1mm以上の結節、という傾向はこれまでの結果と同様
でしたが、対象者の年齢が高いため、B判定率および結節の発見率は先行検査、本格
検査（検査２〜４回目）と比較して高くなっていました。
　二次検査では、穿刺吸引細胞診の結果、７人の方が悪性ないし悪性疑いとなってい
ます。

本資料への収録日：2021年３月31日
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　先行検査および本格検査（検査２回目）における穿刺吸引細胞診（せんしきゅう
いんさいぼうしん）の結果、「悪性」「悪性疑い」の判定となった方々の年齢分布を
2011年３月11日時点の年齢と、二次検査時の年齢とでグラフにしたものです。先行
検査および本格検査（検査２回目）において、放射線に対する感受性が高いと考えら
れる低年齢（０～５歳）の方に他の年齢と比べて甲状腺がんが多く見つかっている状
況ではありません。

本資料への収録日：2014年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　本格検査（検査３回目と検査４回目）における穿刺吸引細胞診（せんしきゅういん
さいぼうしん）の結果、「悪性」「悪性疑い」の判定となった方々の年齢分布を2011
年３月11日時点の年齢と、二次検査時の年齢とでグラフにしたものです。災時の年
齢分布においては、先行検査と本格検査（検査２回目）と比較しますと、より低年齢
に人数の分布が偏っている傾向がありますが、検査時年齢では先行検査と本格検査
（検査２回目）の分布と同様でした。

本資料への収録日：2021年３月31日
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　福島県で行われている甲状腺検査の先行検査で見つかった甲状腺がんは、東京電力
福島第一原子力発電所事故による放射線の影響とは考えにくいとされています。
　その理由として
　1.  被ばく線量がチェルノブイリ事故と比べて総じて小さいこと
　2.  被ばくからがん発見までの期間が概ね１年から４年と短いこと
　3.  事故当時５歳以下からの発見はないこと
　4.  年齢分布が福島県とチェルノブイリでは大きく違うこと（上巻 P140「チェル

ノブイリ原子力発電所事故と東京電力福島第一原子力発電所事故との比較（被
ばく時年齢）」）

　5.  地域別の発見率に大きな差がないこと
から、総合的に判断して、放射線の影響とは考えにくいと評価したものです。
　しかし、放射線影響をみるためには、今後も長期にわたり経過をみる必要がありま
す。
　（関連ページ：上巻 P141「甲状腺がんについての専門家会議中間取りまとめの評
価」）

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　2019年６月、福島県「県民健康調査」検討委員会の下の甲状腺検査評価部会は、
「甲状腺検査の本格検査（検査２回目）の結果に対する部会まとめ」を公表しました。
「部会まとめ」では、本格検査（検査２回目）で見つかった甲状腺がんと、東京電力
福島第一原子力発電所事故による放射線被ばくの間の関連は認められないと示されて
います。また、以下の視点で甲状腺検査や検査結果の評価について検討を進めること
の必要性がまとめられています。
　 • �検査３回目、４回目の結果を蓄積した解析を行う必要がある。
　 • �地域がん登録及び全国がん登録を活用し、甲状腺検査対象者のがん罹患状況を
把握し分析を行う必要がある。

　 • �将来的に、より詳細な推定甲状腺被ばく線量を用いて、交絡因子等を調整した
症例対照研究や前向き研究として、線量と甲状腺罹患率との関連を検討する必要
がある。

本資料への収録日：2020年３月31日
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　東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、多くの方が避難生活
を余儀なくされていました。このような住民の皆様の身体に変調を来していないかど
うかを見守り、必要に応じて早期治療につなげることを目的として「健康診査」を実
施しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2019年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和2年度版）」　第 10 章 健康管理

138



　全ての年齢区分について、対象地域住民一人一人が自分の健康状態を把握し、生活
習慣病の予防や疾病の早期発見、早期治療につなげていくことを目的に健診項目を設
定しています。
　16歳以上については、「特定健康診査」の健診項目を基本として、血算などの追加
項目（赤文字の項目）を付加して実施しています。
　健康診査の対象となる方は、東京電力福島第一原子力発電所事故時に警戒区域、計
画的避難区域、緊急時避難準備区域に指定された市町村及び特定避難勧奨地点の属す
る地域1にお住まいだった方々です。
　1.  田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、

飯舘村の全域及び伊達市の一部

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　15歳以下の小児については、福島県内外共に、健診に協力いただける小児科医の
いる指定医療機関で小児健診が実施されています。
　16歳以上の福島県内にお住まいの方については、市町村が実施する特定健診・総
合健診にこの健診で追加した健診項目を上乗せして実施、又は福島県立医科大学が実
施する集団健診及び県内指定医療機関での個別健診が実施されています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2020年３月31日
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　2011〜2018年度に行った健康診査のうち、主な健診項目を経年比較しました。
●過体重者
　BMI が25kg/m2以上の過体重者は、各年度とも女性と比較して男性の割合が高い結
果になりました。各年度の推移をみると、65歳以上の女性では、2011年度から2015
年度までは減少傾向でしたが、2016年度から2018年度では大きな変化がみられませ
んでした。
●高血圧者
　収縮期血圧140mmHg以上の割合は、40歳以上の男女ともに、2011年度から2014
年度まで減少傾向がみられました。2015年度から2016年度にかけては増加傾向がみ
られましたが、2018年度にかけては減少傾向がみられました。
　拡張期血圧90mmHg以上の割合は、40歳以上の男女ともに、2011年度から2014年
度まで減少傾向がみられましたが、2015年度以降は大きな変化はみられませんでした。
●肝機能異常者
　ALT51（U/L）以上の肝機能異常者は、40〜64歳男性で他に比べ高い割合ですが、
全体的にほぼ横ばいとなっています。
●血糖管理不良者
　HbA1c7.0％以上の血糖管理不良者は、各年度とも女性に比べ男性の割合が高く、
2011年度と2018年度を比較すると、65歳以上の男性で割合が高い結果になりました。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　避難区域に指定され、長期にわたる避難生活を強いられている多くの住民の方は、
生活環境が大きく変わり、生活習慣も変化せざるを得ませんでした。それに伴い、調
査対象となる住民の皆さまの身体はもとより、こころの健康に関してもしっかり見守
り、適切な支援やそのための体制作りに役立てることを目的に「こころの健康度・生
活習慣に関する調査」を実施しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　こころの健康度・生活習慣に関する調査の対象となる方は、健康診査と同じく、東
京電力福島第一原子力発電所事故時に警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区
域に指定された市町村及び特定避難勧奨地点の属する地域に2011年３月11日及び調
査年度の４月１日に住民登録があった方々です。より適切な対応を行うために、調査
対象者の年齢に応じた調査票を用いています。小児は「０歳〜３歳」「４歳〜６歳」「小
学生」「中学生」の４つに区分し、それに16歳以上の「一般成人」を加えて計５つに
区分しています。
　質問内容は、うつ病やトラウマ反応等こころの問題のほか、食生活、睡眠、飲酒、
喫煙、運動等の生活習慣の変化についてもお尋ねしています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　調査票に回答いただいた方には、解析結果とそれに基づいた助言を個別に返送して
います。解析の結果、専門的な支援が必要と思われる方には、臨床心理士、保健師、
看護師等から、こころの健康や生活習慣に関する問題について電話による支援を行っ
ています。また、必要に応じて健康情報や相談先を掲載したパンフレットの送付も
行っています。
　電話による支援では、「家族に言えない話ができて良かった」「何か落ち込むことが
あればここに電話すれば相談に乗ってもらえると分かって安心した」といった声が寄
せられています。
　また、継続した支援や医師の診察が必要と考えられる場合には、市町村、ふくしま
心のケアセンター、専門的助言ができる登録医師と連携し、支援を行っています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　一般成人（16歳以上）のこころの健康度を評価する尺度として K61を用いていま
す。2011年度調査及び2012年度調査と比較して低下（改善）しているものの、日本
の先行研究（川上 , 2007）における割合（3.0％）と比較すると、依然としてかなり
高い（悪い）値を示しています。
　性別では、男性より女性の方が高い値を示し、年齢別では若年者のほうが高い傾向
にあります。
　また一般成人（16歳以上）のトラウマ反応を評価する尺度として PCL2を用いてい
ます。2011〜2013年度調査と比較して、2016〜2018年度調査結果は大きく低下

（改善）していましたが、今なお１割近い方々が強いトラウマ反応を持っていること
がわかります。
　性別では、男性より女性の方が高い値を示し、年齢別では年代が上がるにつれ高く
なる傾向にあります。
　1.  K6：気分の落ち込みや不安に関する６項目（例：「神経過敏に感じましたか」「絶望的だと感じま

したか」等）について、それぞれ過去30日間の頻度を尋ねた質問で、16歳以上を対象に実施し
ています。この尺度によって気分障害や不安障害の可能性について判定しました。

　2.  PCL（Post Traumatic Stress Disorder Checklist）: 被災体験に関連した過去30日間の心身の
反応（トラウマ反応）を尋ねた質問で、K6と同様に16歳以上を対象に実施しています。この尺
度によって、トラウマ反応の強さについて判定しました。2011〜2013年度調査後、２年間の休
止を経て、大幅に項目数を減らして2016年度から再実施しています（項目数を減らしても尺度
の信頼性は損なわれていないことがわかっています）。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　睡眠はメンタルヘルスにはもちろん、高血圧、糖尿病等様々な慢性身体疾患に影響
を与える重要な要素です。
　睡眠に満足を示す方の割合が少しずつ増えている一方で、不満を持っている方が今
なお６割程度いることが分かります。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　一般成人（16歳以上）をはじめ、小学生、中学生でも運動の機会が増え、改善傾
向がみられてきましたが、2017年度と比較し、2018年度においてはあまり大きな変
化はみられませんでした。
　特に小学生、中学生にとって運動は心身の発達に重要な影響を与えると考えられて
おり、一般成人についてもメンタルヘルスの向上や生活習慣病の予防に、運動習慣は
非常に重要です。

本資料への収録日：2016年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　子どものこころの健康度を評価する尺度として SDQ1を用いています。
　日本の先行研究（Matsuishi et al., 2008）における SDQ16点以上の割合の9.5％
と比較すると、2018年度調査では４〜６歳及び小学生の女児を除く全ての群でハイ
リスクの子どもの割合は、今なお高い状況です。
　2018年度調査では、2011年度調査と比較して SDQ 高得点の割合は全ての区分で
減少しましたが、2012年度調査と比べると改善度の幅が小さくなり、ほぼ横ばいで
した。
　1.  SDQ（Strengths and Difficulties Questionnaire）: 子どもの情緒と行動に関する25項目（例：

「他人の気持ちをよく気遣う」、「落ち着きがなく、長い間じっとしていられない」等）について、
それぞれ過去半年間にどれくらい当てはまるかを尋ねた質問で、４歳〜15歳を対象に実施してい
ます。この尺度によって専門的な支援が必要かどうかを判定しました。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　2018年度調査の回答者において、2018年度調査時の住所を福島県内と県外に分類
し、こころの健康度を K6、PCL-4及び SDQ を用いて比較しました。その結果、一
般成人（16歳以上）の K6で支援が必要と考えられる人の割合は、県内よりも県外の
方が高い傾向がみられます。日本の先行研究（川上 , 2007）における割合（3.0％）
と比較すると、県内は約1.8倍の高さ、県外では約2.7倍となっていることがわかりま
す。 同様に、一般成人（16歳以上）の PCL-4においても支援が必要と考えられる人
の割合は、県内よりも県外の方が高い傾向がみられます。
　また、子どもの SDQ の結果では、支援が必要と考えられる人の割合は、小学生、
中学生において県内より県外の方が高い傾向がみられます。
　以上のような結果は、遠隔地における避難生活によるストレスの高さを示している
ものと考えられ、一層の細やかな支援が必要と思われます。

本資料への収録日：2019年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故以降の福島県の妊産婦の皆さ
まのこころやからだの健康状態を把握し、不安の軽減や必要なケアを提供するととも
に、今後の福島県内の産婦人科医療の充実へつなげていくことを目的として「妊産婦
に関する調査」を実施しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2020年３月31日
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　対象となる方は、新たに母子健康手帳を福島県内で交付された方、調査期間内に福
島県外で交付を受け、県内で里帰り分娩をされた方です。
　前者に該当する方は、県内の市町村の情報提供に基づき、後者に該当する方につい
ては、福島県内産科医療機関に置いてある調査票をご利用いただくか、福島県立医科
大学放射線医学県民健康管理センターへご連絡いただき調査票をお送りしています。
　調査は、自記式調査票に回答後、ご返送いただく形で行っています。2016年度調
査より、オンラインでも回答いただけるようになりました。
　福島県内で妊娠・出産される方は震災後の2012年度に減少し、2013年度は一時的
に回復しました。その後は全国と同様に減少傾向を示しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　回答いただいた内容は、福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センターに集約
され、支援が必要と考えられる方1がいないかどうかが確認されます。支援が必要と
考えられる場合は、助産師、保健師、医師等専門のスタッフが電話による相談対応や
メールによる支援等を行っています。
　2020年１月より、2011年度調査に回答いただいた出産８年後の方を対象に、ここ
ろとからだの健康状態を伺う２回目のフォローアップ調査を行っています。
　1.  「気分が沈みがち」「物事に興味がわかない」という設問の両方に当てはまると回答された方、あ

るいは、自由記載欄の記入内容で支援が必要と判断された方（例えば、助けを必要としている人、
落ち込みが激しい人、育児支援を必要としている人、放射線の数値について気にしている人、直
接的要望、具体的に回答を要望している人等）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　震災後には放射線の心配や影響についての相談が最も多くありましたが、それらの
割合は時間の経過と共に徐々に低下しています。2012年度以降、徐々に母親のここ
ろや身体の健康に関すること、子育て関連等の割合が増え、上位を占めるようになっ
てきました。
　2012年度のフォローアップ調査の要支援率は12.7％と2011年度フォローアップ
調査（14.7％）より下回りました。2013年度以降のフォローアップ調査では、自由
記載の内容から支援が必要と考えられる方への支援を例年よりも広げて実施したた
め、2012年度より支援率が上がりました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　放射線等の新生児への影響が心配されましたが、震災後、福島県内における早産率、
低出生体重児率、先天奇形・先天異常発生率等は、全国的に人口動態統計や一般的に
報告されているデータとは差がないことが分かっています。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　気分が沈みがち、物事に興味がわかない、といった妊産婦の方のうつ傾向に関する
設問については、その両方あるいはいずれかに当てはまると回答された方は減ってき
ています。
　妊産婦のうつ傾向については、「健やか親子21（母子保健の国民運動計画）」によ
ると、エジンバラ産後うつ指標を用いて評価した全国の「産後うつ」の割合は2013
年度が8.4％、2017年度が9.8％でした。2018年度調査の結果から算出されるエジ
ンバラ産後うつ指標による産後うつの推定割合は10.2％でした（算出に用いた資料：
Mishina H, et al. Pediatr Int. 2009; 51: 48.）。
　2018年度調査では、次回の妊娠・出産を希望すると回答した方の割合は52.2％で
した。2012年度調査以降、回答者の半分以上の方がこれからも妊娠・出産を希望し
ています。参考として、結婚10年未満の夫婦で子どもを予定している割合は、第14
回（2010年）出生動向基本調査では、60％（既に子どもがいる場合に限ると51％）、
第15回（2015年）出生動向基本調査では、57％（既に子どもがいる場合に限ると
50％）でした。

本資料への収録日：2015年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　2011年３月23日の SPEEDI の試算を踏まえ、小児への健康影響を把握するため、
原子力安全委員会緊急助言組織からの依頼（３月23,25日付）に基づき、現地原子力
災害対策本部では小児甲状腺スクリーニング調査を実施しました。調査した1,149人
のうち、適切に測定された1,080人の結果が示されています。測定場所の環境放射線
量が簡易測定を行うには適当でなかった（測定場所の空間線量率が高く、簡易測定に
よる適切な評価が困難であった）ため、適切に測定結果が出せなかった66人と年齢
不詳の３人の結果は除かれていますが、調査を受けた全員が、原子力安全委員会がス
クリーニングレベルとしている「毎時0.2マイクロシーベルト」を下回っていました。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2017年３月31日
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　ホールボディ・カウンタは、体の中から出てくるγ（ガンマ）線を計測する装置で
す。放射性核種によって、γ（ガンマ）線のエネルギーが異なるため、特定のエネル
ギー、例えば、放射性カリウム（カリウム40）のγ（ガンマ）線エネルギーである
1,461キロ電子ボルト（keV）に着目すると、体内の放射性カリウムからのγ（ガン
マ）線であることが分かります。なお、セシウム137のγ（ガンマ）線エネルギーは
662キロ電子ボルト（keV）です。
　カリウムは生物に必須な元素ですが、全体のカリウムのうちの約0.01％が放射性
のカリウムです。放射性カリウムは主に細胞の水分の中に含まれていて、筋肉中には
存在しますが、水分をほとんど持たない脂肪細胞には含まれていません。
　放射性セシウムは、体の至る所に分布しますので、体内量の計測にはホールボ
ディ・カウンタが使われます。
　（関連ページ：上巻P60「内部被ばく測定用の機器」）

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2016年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和2年度版）」　第 10 章 健康管理

157



　環境モニタリングの結果等から、他の地域に比べ外部及び内部被ばく量が高い可能
性がある地域（川俣町山木屋地区、飯舘村、浪江町）や避難区域等の住民を対象とし
て、2011年６月27日からホールボディ・カウンタ（WBC）による内部被ばく検査
が開始し、対象地区は順次、県内全域に拡大しています。2020年11月30日までに
34万5,399名に検査が実施されています。セシウム134及び137による預託実効線量
で99.9％以上が１ミリシーベルト未満、最大でも３ミリシーベルト未満であり、全
員が健康に影響の及ぶ数値ではなかったとされています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2021年３月31日
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　放射性セシウムは時間と共に体外に排出されるため、震災直後に摂取した放射性セ
シウムは、大方体外に排出されています。
　現在、実施しているホールボディ・カウンタ検査では、日常的な経口摂取の影響に
ついて調べられています。内部被ばく線量として、年間１ミリシーベルト以上の数値
が測定される原因は、ほぼ野生の食品由来と考えられます。現在、市場に流通してい
る食品を食べている限り、内部被ばく線量は、年間１ミリシーベルトを超えることは
ありませんので、もし年間１ミリシーベルトを超えた場合は、市場には流通していな
い放射性セシウム濃度の高い食品類を多く摂取した可能性があります。中でも野生の
キノコが要因と考えられるケースが報告されています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2017年12月31日
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　内部被ばくを増加させないためには、放射性セシウム含有量の大きい食品を知るこ
と、同一の食品ばかりを継続して食べないこと、多産地・多品目摂取をすることが有
効です。正しい情報の収集は極めて重要です。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2020年３月31日
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